
仕 様 書 

１．基本事項 

(1) 事業名 

大河原町役場庁舎空調設備等更新事業 

(2) 設置場所 

宮城県柴田郡大河原町字新南 19 番地 

大河原町役場庁舎 

(3) 概要 

本事業は、庁舎の施設環境の改善を行うことで、町民サービス及び職場環境の向上を図

るとともに、省エネ効果の高い空調設備等に更新することで、使用電力費や二酸化炭素排

出量の削減による環境負荷低減を併せて実施するものである。 

また、公募型プロポーザル方式により、提案の内容を基に民間ノウハウの活用を図るこ 

 とで、空調設備等の更新に関する設計、施工、維持管理、その他業務を効率的かつ効果的 

に実施し、本町の財政負担を最小かつ平準化するとともに、短期間で本事業を実現するも

のである。 

(4) 契約件名 

大河原町役場庁舎空調設備等更新事業 

(5) 事業期間 

工事期間：契約締結日の翌日から令和８年 3 月 31 日まで 

事業期間：令和 8 年 4 月 1 日から令和 18 年 3 月 31 日まで ※債務負担行為 

(6) 契約方法 

設計・施工・維持管理一括発注方式 

(7) 支払方法 

毎月払いとし、当該月終了後、町が適法な請求を受けた日から 3 0 日以内に支払う。 

(8) 業務費上限額 

  総額：450,000,000 円（消費税及び地方消費税額を含む。）※10 年間 

 

２．事業者選定 

事業者は、本事業の仕様書に定める各種業務(設計、施工、維持管理業務等)を確実に実施で

きる体制を整備する単独企業(以下、「単独企業」とする。)、または設計、施工事業者等の構

成員からなる事業グループ(以下、「グループ」とする。)とし、事業者の選定は、公募型プロ

ポーザル方式にて実施する。詳細は「実施要領」を参照。 

 



３．業務内容等 

(1) 業務内容(設計業務、施工業務、維持管理業務、その他業務)の詳細については、特記仕

様書、平面図等を参照のこと。 

(2) 設置機器（以下「物件」とする。）の所有権の譲渡は、契約締結事業者の事業方式によ

るものとする。なお、事業期間満了後における所有権の無償譲渡の場合は、事業期間中の

物件に係る固定資産税は賦課しない。 

(3) 事業者は、工事期間中工事目的物及び工事材料等を建設工事保険、その他の保険(これに

準じるものを含む。)に付さなければならない。 

(4) 事業者は、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、ま

たはその権利を担保に供することはできない。 

 

４．担当窓口 

担当課：大河原町役場政策企画課 

担 当：管財係 関谷・鈴木 

住 所：〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南 19 番地 

電 話：０２２４-５３-２１１２(内線：２２１) 

E-mail : kanzai@town.ogawara.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大河原町役場庁舎空調設備等更新事業 

特記仕様書 

令和７年 1 月 

大河原町 政策企画課 
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第１ 総則 

１．本特記仕様書の位置づけ 

 本特記仕様書は、大河原町(以下「町」とする。)が、大河原町役場庁舎空調設備等更新事業

(以下「本事業」とする。)について、本事業を行う事業者を公募型プロポーザル方式により選

定するため、町が要求する最低の仕様を提示するものである。本特記仕様書では空調設備等

の機能及び性能、設計業務、施工業務、維持管理業務、その他業務等について規定している。

プロポーザル参加者は本特記仕様書の内容を十分に確認し、事業及び業務内容についての理

解を深め、より具体的な検討を加えたうえで提案を行うこと。 

 

２．事業範囲 

事業者は、本特記仕様書に示された要求仕様に沿って、下記の業務を行う。 

① 設計業務 

② 施工業務 

③ 維持管理業務 

④ その他業務 

 

３．適用基準等 

本事業の実施にあたっては、関係法令、条例、規則、要綱を遵守するとともに、各種基準、

指針等についても本事業の要求仕様と照らし適宜参考とすること。また、関係法令、条例、

規則、要綱、基準、指針等は全て公募時点において最新版を参考とすること。 

なお、本事業の実施に関して特に留意すべき関係法令、適用基準等は次のとおりである。 

(1) 関係法令等 

① 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) 

② 消防法(昭和 23 年法律第 186 号) 

③ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) 

④ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)(石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令 21 

号)等を含む。) 

⑤ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号) 

⑥ 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号) 

⑦ 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号) 

⑧ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号) 

⑨ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号。 

以下「フロン排出抑制法」という。) 

⑩ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号) 
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⑪ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号) 

⑫ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号) 

⑬ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号) 

⑭ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和 54 

年法律第 49 号。以下「省エネ法」という。) 

⑮ その他関連する法令等 

(2) 参考基準・指針等 

仕様書、図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の以下の

基準類によるものとする。 

① 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

② 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 

③ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 

④ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 

⑤ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 

 ⑥ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

 

４．事業関連資料等の取扱い 

(1) 町が提供する図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報であるため、 

   関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 

(2) 事業者は、提供された資料等を本事業に係わる業務以外で使用しないこと。また、不 

要になった場合には、速やかに返却すること。 

(3) 提供した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理し、上記 

の返却時までにすべて廃棄すること。 

(4) 事前見学及び本事業で知り得た情報及び提供した資料は、他に漏らさないこと。 
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第２ 設置設備に関する要求仕様 

 

１．共通事項 

① 作業においては、安全管理及び施工管理に十分注意すること。 

② 作業工程については、事前に町と調整を行うこと。 

③ 庁舎及び近隣への影響(騒音、臭気、粉塵、振動等)に配慮すること。 

④ 環境負荷の少ない設備を採用すること。 

⑤ 耐久性の高い設備を採用すること。 

⑥ 費用対効果の最も高い設備を採用すること。 

⑦ 既存建物や設備に影響を極力与えない設備とすること。 

⑧ 更新事業を行う際に、不要となる設備・器具等は極力撤去すること。 

⑨ 特殊な仕様のある場合にはこの特記仕様書の記載の限りではなく、別途、町と協議 

 により仕様を決めるものとする。 

 

２．空調設備更新工事 

空調設備工事は、以下の記載事項のほか、別紙平面図等を参照すること。 

(1) 空調設備（換気設備含む） 

① 機器能力は既設空調機と同等かそれ以上とすること。 

② 設置場所については事前に町と調整を行うこと。 

③ 工事期間中は、養生シート等で埃が被らないようにすること。 

④ 冷媒ガスについて関係法令(フロン排出抑制法等)を遵守の上、適切に回収・処分す 

ること。 

⑤ 天井補修が必要な個所は天井補修(開口補強)等を見込むこと。 

⑥ 既存空調機器において、新設した箇所は撤去すること。尚、残置する機器について 

は事前に町と協議し了承を得ること。  

⑦ 空調方式は、電気式とする。 

⑧ 換気設備については、既存ダクト、全熱交換機及び空気調和機等の状態を確認した 

 うえ、改修または更新すること。 

 

(2) 配管工事 

① 配管は既設再利用可とするが状態を確認のうえ、必要があれば新規の配管に交換す 

る。 

② 新設冷媒配管及びドレン配管は適切なサイズを見込み、結露等の対策を行うこと。 

③ 不要な配管類は極力撤去とすること。 
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(3) 電気工事 

① 電源線は既設再利用とする。尚、交換が必要な電源線については適切なサイズを見 

込むこと。 

  ② 必要があれば新規の配線に交換すること。 

③ 機器更新後の電気容量は、事前に町側と協議すること。 

 

(4) 既設設備等 

 ① その他、本事業で更新する設備（空調機・換気設備）以外については、既設利用を 

可能とするが、状態を確認のうえ、改修及び更新が必要な場合は実施すること。ま 

た、その費用も見込むこと。 

  ② 本事業を施工するにあたり、支障となる構造物、工作物、設備等がある場合は、町 

に報告し、移設・養生等を行うこと。また、その費用も見込むこと。 

 

(5) その他工事 

① 工事にあたり、アスベスト含有は別途資料「庁舎アスベスト含有調査報告書」を参 

照すること。また、未点検の施工箇所からアスベストが含まれていることが判明した 

場合は、速やかに町へ報告すること。アスベストの回収、撤去、廃棄 に伴う費用は本 

事業に含まないものとし、別途町が負担するものとする。 

  ② 工事期間中、一部機能不全となっている執務室等について暑気対応を行うこと。 

（対象箇所）１階：会計課・上下水道課  ２階：第１会議室・第３会議室  

４階：議員執務室・図書室 

 

第３ 設計業務に関する要求仕様 

 

１．基本事項 

(1) 業務の範囲 

事業者（単独企業、またはグループの設計を担当する構成員をいう。以下、第３におい

て同じ。）は、本特記仕様書、事業者提案に基づき、庁舎の空調設備等を更新するために必 

要な設計を行う。 

 

(2) 実施体制 

 事業者は、以下に示す実施体制を構築する。 

 ① 設計業務を総合的に管理する設計業務責任者を１名選任し、設計業務責任者の通知 

書を町に提出すること。 

  ② 設計業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分理解し、事業者が提案する内
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容に対し適当な資格を有するものとすること。 

  ③ 現場で生じる課題や町の要望に対し、適格な判断が可能な者とすること。 

 

２．設計業務の要求仕様 

(1) 空調設備等の設計業務 

① 設計計画の妥当性 

(ｱ) 本事業で求める供用開始時に合わせ、確実に運用が可能となる確実性、妥当性の 

高い設計計画とする。 

(ｲ) 性能、工期、安全等を確保するために、責任が明確な体制を構築し、品質管理体 

制となるよう配慮すること。 

② 空調の性能(効率性、快適性、操作性、安全性への配慮) 

(ｱ) 空調の性能(仕様、台数等)の決定にあたっては、機器使用期間中は町関係者等の利 

用者に対し、快適で健康的な室内環境を提供することに配慮する。 

(ｲ) 導入される空調の配置や仕様、施工の時期、期間、方法等を十分に検討し、町関係 

者等、利用者の安全確保に留意する。なお、導入される空調機器（全熱交換器以外） 

については、メーカーを統一し、機器運用上の操作性、統一性を確保すること。 

(ｳ) 改修に使用する材料、工法は、利用者の安全や環境性に配慮されたものとするこ 

と。 

③ 庁舎環境への配慮等 

庁舎の条件の違いに配慮した計画とし、機器の設置に当たっては、庁舎環境への影響 

及び役場周辺地域への影響に配慮する。 

④ 仕様、材料、機器の選定等 

仕様、材料、機器の選定や運用にあたっては、利用者に容易な管理・取扱いに配慮す 

る。また、庁舎各施設の設備の配置等に留意のうえ、適切な仕様、材料、機器の選定、設 

置を行う。 

⑤ その他 

本事業の目的・基本方針を踏まえ、良好な庁舎環境を確保するための配慮を行う。 

(2) その他付随業務 

① 事前調査業務 

(ｱ) 設計業務着手前に業務期間中における手戻りが発生しないよう、事前調査を適切 

に実施し、町と十分協議すること。 

(ｲ) 事前調査により空調設備等更新工事に支障をきたす状況が想定された場合は、町 

に報告し協議を行うこと。 

② 諸官庁との調整業務 

③ 書類・図書等の提出 
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(ｱ) 本特記仕様書の添付資料に記載のある書類を作成し、管理すること。また、事前 

に町の確認を受けること。 

④ 申請業務 

(ｱ) 設備設計業務にあたり必要となる各種許可申請、届出等がある場合は、事業者の 

責任において、適切に実施すること。また、町に報告すること。 

 

第４ 施工業務に関する要求仕様 

 

１．基本事項 

(1) 業務の範囲 

事業者（単独企業、またはグループの施工を担当する構成員をいう。以下、第４にお 

  いて同じ。）は、本特記仕様書、事業者提案、設計業務の成果に基づき、庁舎の空調設備 

等更新工事を行う。 

(2) 実施体制 

事業者は、以下に示す実施体制を構築する。 

  ① 現場代理人、主任技術者及び監理技術者（以下、「技術者等」とする。） 

   事業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者または、必 

要に応じて監理技術者を定め、文書で届け出ること。また、現場代理人も定め文書にて

提出すること。 

 現場代理人は、工事現場一切の事項を処理し、現場の安全衛生、災害防止、就業時間

等現場の運営に関する重要な事項は町と協議すること。 

② 上記①で選任した現場代理人等については、工事期間中の利用者及び職員等の安全

確保、庁舎のセキュリティ確保、工事スケジュールの管理、工事作業員の安全管理、

町との調整や定期的な報告などを統括管理する。なお、町は事業者が配置した技術者

等が業務を全うできていないと判断した場合は、技術者等の変更及び追加を指示する

ことができるものとする。 

 

２．施工業務の要求仕様 

(1) 空調設備の施工業務 

① 一般的要件 

(ｱ) 工事施工等、必要となる各種申請、届出等は、事業者の責任・費用において行うこと。 

また、仮設、施工方法及びその他工事を行うために必要なー切の業務は、事業者が自 

己の責任において遅滞なく行うこと。 

(ｲ) 工事中、第三者及び他の施設等に損傷を与えた場合は町と速やかに協議し、対応す 

ること。 
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(ｳ) 本特記仕様書に記載なき事項についても、設置、使用上当然必要と推測される場合 

は、協議のうえ実施すること。 

② 工事用電力、水道 

(ｱ) 設備の試運転調整を含めた工事期間中に要する工事用電力、水道は町の負担とする 

が、事業者の責めにより本庁業務に支障のある停電等が発生した場合は、復旧に係る費

用負担をしてもらう場合がある。 

③ 現場作業日、作業時間 

(ｱ) 現場作業日、作業時間は、町の業務、来庁者及び職員（以下「職員等」とする。） 

に影響のない範囲とすること。また、原則として、夜間工事は行わないこと。やむを 

得ず、作業を行う場合は、近隣に配慮し、事前に計画書を提出し、町の了解を得たう 

えで作業を行うこと。なお、施設の管理者が通常勤務時間外に継続的に出務すること 

がないように十分配慮すること。 

(ｲ) 現場作業の騒音、振動低減に努めるとともに、騒音、振動のおそれがある場合は、 

事前に町と協議すること。 

(ｳ) 日中行う現場作業時間は、原則、８時 30 分から 17 時 00 分までとする。 

④ 工事現場の管理 

(ｱ) 工事期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努めること。 

(ｲ) 火気を使用する作業を実施する際は、火気取扱いに十分注意するとともに、作業場 

の養生、消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。 

(ｳ) 建設業法等に規定されている現場標識を適切な場所に掲示すること。 

(ｴ) 工事期間中、常に工事日報等を整備された状態とすること。 

(ｵ) 庁舎敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設営する場合は、位置、期間を明らか 

にしたうえで、事前に町と協議すること。 

(ｶ) 工事用車両の駐車場及び資材置場等は事前に町と協議すること。なお、庁舎敷地内 

の空きスペースを使用可能とするが、位置とともに安全管理を徹底すること。 

(ｷ) 工事用車両は交通ルールを厳守し、庁舎敷地内及び近隣地域において、交通事故、 

交通障害等の発生を防止すること。 

(ｸ) 庁舎敷地内及び庁舎敷地周辺においては禁煙とする。 

(ｹ) 工事期間中、敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適正に 

行うこと。 

 

⑤ 非常時・緊急時の対応 

事故、火災等への対応について、事業者はあらかじめ防災マニュアルを作成する。また、

事故等が発生した場合は、防災マニュアルに従い直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講
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じること。また、町へ通報すること。 

 

⑥ 撤去物等の処理 

本事業による撤去物、廃材等の処分は、「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する 

法律」に基づき適正に処理を行い、マニュフェスト及び産業廃棄物処分許可業者との契約 

書、許可書の写しを提出すること。 

 

⑦ 試運転調整 

設備供用開始前に、試運転調整を実施すること。また、試運転調整記録を作成し、町に 

提出して確認を得ること。 

 

（２）その他付随業務 

① 諸官庁との調整業務 

(ｱ) 諸官庁への届出、手続等については遅滞なく行うこと。着工時に諸官庁届出リスト  

を作成し内容と時期の確認を行い、工程の遅れにならないようにすること。手続き費 

用は事業者の負担とする。 

(ｲ) 工事に関連して町が行う手続きや検査に協力し、必要に応じて町の指示により必要 

な労務及び作業の協力を行うこと。 

② 近隣住民への配慮 

(ｱ) 工事に先立ち、町民に周知をするための工事案内文を作成し、町に提出すること。 

また、町の要請に応じて、その他説明資料の作成等に協力すること。 

(ｲ) 工事に先立ち、工事案内文を近隣住民へ配布・説明すること。配布する範囲は、原 

則として隣接する住宅等とするが、事前に町と協議すること。 

(ｳ) 近隣住宅地に対する施工時の騒音及び振動については十分に配慮すること。 

(ｴ) 公道からの車輛進入等については、安全に十分配慮すること。状況に応じ交通誘導  

員を配置するなど安全対策を確実に行うこと。また、工事車両による搬出入に関して  

は適宜、散乱防止処置を行うこと。 

③ 本事業以外の工事受注者等との調整業務 

工事期間中に敷地内において、町が発注する他案件の工事や作業等が発生した場合、 

互いに事業を円滑に進めるよう、本事業以外の工事受注者等と十分調整を行うこと。 

④ 書類・図書等の提出 

 本特記仕様書の添付資料に記載のある書類を作成し、管理すること。また、事前に町 

の確認を受けること。 

⑤ 申請業務 

本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に応じて検査に立会うこ 
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と。また、検査記録を含めた諸官庁届出書類を確認し、検査結果を町に報告すること。 

 

⑥ 検査業務 

(ｱ) 工事完了後速やかに自主検査を実施させ、検査結果の報告を受けること。 

(ｲ) 上記(ｱ)の自主検査完了後、完成検査を行い、検査結果を町に報告すること。なお、  

 町は必要に応じて完成検査に立ち会うことができることとする。 

(ｳ) 上記(ｲ)の完成検査を実施後、町の完了検査を受けること。なお、指摘事項は、設 

備供用開始前日までに速やかに是正工事を完了させ、是正報告書を書面にて町に提出 

して確認を得ること。 

 

第５ 維持管理業務に関する要求水準 

 

１．基本事項 

(1) 業務の範囲 

事業者（単独企業、またはグループの維持管理を担当する構成員をいう。以下、第５に 

おいて同じ。）は、本特記仕様書、事業者提案、設計業務の成果に基づき、更新工事を行 

った庁舎の空調設備等に対して、事業期間中、以下の維持管理業務を行う。 

 

(2) 実施体制 

事業者は、以下に示す実施体制を構築する。 

① 維持管理業務を総合的に管理する維持管理業務責任者を事業期間にわたり 1 名以上 

選任し、維持管理業務責任者の通知書を町に提出すること。 

② 維持管理業務責任者は、本業の目的、趣旨及び内容を十分に理解し、次の要件を満 

たすものとする。 

(ｱ) 現場で生じる課題や町の要望に対し、適切な判断が可能な者。 

 

２．業務の要求仕様 

(1) 空調設備等の維持管理業務 

① 一般事項 

(ｱ) 空調機等の整備計画が立てられるようにすること。 

(ｲ) 異常発生時には、メール等で内容が把握できるようにすること。また、速やかに 

町へ報告すること。 

(ｳ) 現場にて維持管理業務を行うために必要となる光熱水費は町が負担する。 

(ｴ) フロン排出抑制法に関して、事業期間中は、定期点検、簡易点検とも、事業者側 

の対応とし、簡易点検の診断結果は町側と常に共有できる体制を構築すること。 
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(ｵ) 保守管理に係る費用(保守点検、フロン 点検、フィルター清掃の費用全てを含 

む。)は、全て契約金額に含むものとする。 

(ｶ) 本仕様に記載なき事項は、町側と対応・費用等について協議するものとする。 

② 着手時提出書類 

事業者は、事業期間開始の 1 か月前までに、維持管理業務計画書を作成し、町へ提出

して確認を得ること。なお、事業期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、 

事前に町と協議すること。 

③ 年度提出書類 

事業年度ごとの維持管理業務の開始 1 か月前までに、年間業務計画書を作成し、町へ  

  提出して確認を得ること。なお、事業期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場 

合は、事前に町と協議すること。 

④ 点検・フィルター清掃 

事業者は、年 2 回の空調設備室内機のフィルター清掃を実施すること。また、必要な 

  点検・設備保全を行うこと。なお、実施時期は、年間業務計画書等により町の確認を得 

たうえで行うこと。 

⑤ 問い合わせの対応 

町からの問い合わせや照会等には、平日の 9 時から 17 時の間、連絡を受けられる体制 

  とすること。 

⑥ 書類・図面等の提出 

(ｱ) 本事業において他業務と類似した書類を作成する場合は、統一した様式にて提出 

 すること。 

(ｲ) 事業者は、添付資料に記載ある書類を作成し、管理すること。また、事前に町の確 

 認を得ること。 

 

(2) その他付帯業務 

① 各種関係機関との調整業務 

維持管理業務の中で必要に応じて、各種関係機関との協議・調整を実施し、その結果 

を町に報告すること。 

② 申請業務 

空調設備の維持管理にあたり必要となる各種許可申請、届出または報告等が必要とな 

る場合は、適切に許可申請、届出または報告を実施すること。 
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第６ その他業務に関する要求水準 

 

１．基本事項 

(1) 業務の範囲 

事業者（単独企業、またはグループの代表者をいう。以下、第６において同じ。）は、本

特記仕様書、事業者提案に基づき、本事業の統括管理業務及び所有権移転業務を行う。 

(2) 実施体制 

事業者は、以下に示す実施体制を構築する。 

① 本事業の設計業務、施工業務、維持管理業務及びその他業務の全体を総合的に把握 

し、各業務間の連絡・調整を適切に行う統括管理責任者を事業期間にわたり 1 名選任 

し、統括管理責任者の通知書を町に提出すること。 

② 統括管理責任者は、その他業務の責任を負うものとする。 

③ 統括管理責任者は、事業者の常勤の自社社員とすること。 

④ 統括管理責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分理解し、次の要件を満たす者 

とする。 

(ｱ) 町が主催する委員会及び説明会等に出席し、事業の状況等を説明できる者。 

(ｲ) 現場で生じる課題や町の要望に対し、適確な判断が可能な者。 

 

2．その他業務の要求仕様 

(1) 統括管理業務 

① 事業全体の管理 

(ｱ) 全体管理 

・各業務責任者と共に事業スケジュールを管理し、事業予定スケジュールを遵守す 

ること。 

・グループの場合は、事業全体を総合的に管理できるように、各構成員との連携・役 

割・責任分担を明確にした業務実施体制を構築すること。 

(ｲ) 連絡調整 

各業務責任者を集めた会議を定期的に開催し、情報共有や業務調整を適切に行うこ

と。また、その内容を町に報告し確認を得ること。 

② 書類・図書等の提出 

(ｱ) 本事業において他業務と類似した書類を作成する場合は、統一した様式にて提出  

すること。 

(ｲ) 本特記仕様書の添付資料に記載のある書類を各業務責任者と連携のうえ作成し、

管理すること。 
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第７ リスク分担表 

 

 本事業で想定されるリスク及び発注者と事業者のリスク分担は、次表を基本としますが、

詳細は選定後から事業契約までの間に協議のうえ決定する。 

【定義】発注者：大河原町 

    事業者：単独企業、またはグループ 

    設 備：本事業にて設置する全ての器具、機器、配管、配線、建築資材などを示 

        す。 

１．共通 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 事業者 

募集要領(特記仕

様書を除く) 
募集要領等の記載事項の誤り、又は変更に係るリスク 〇 

 

特記仕様書 

特記仕様書の変更に伴うリスク 〇 
 

事業者が特記仕様書を満たせないリスク(ただし、前記

特記仕様書の変更がなされた場合を除く) 

 

〇 

応募 応募費用の負担に関するリスク  〇 

事業契約 

発注者の責めに帰すべき事由により締結できない場合

又は延期の場合のリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由により締結できない場合

のリスク 

 

〇 

資金調達 本事業の実施に必要な民間資金の調達に係るリスク 

 

〇 

金利・物価変動 
金利変動のリスク 

 

〇 

物価・労務費変動のリスク(変動の程度により協議) 〇 〇 

法令の変更 

本事業に直接関連する法令(税制度を除く)の新設又は

改正に伴う発注者による大幅な仕様等の変更に係るリ

スク 

〇 

 

本事業に直接関連する法令(税制度を除く) の新設又は

改正に伴う上記以外の変更に係るリスク 
〇 ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 事業者 

税制度の変更 

事業者の利益に課せられる税制度の変更及び新設に伴

うリスク 

 

〇 

消費税率の変更、新たな税項目の設定など、上記以外

の税制度の変更に係るリスク 
〇 

 

許認可取得 

発注者の責めに帰すべき事由により必要な許認可が取

得できない場合又は遅延の場合のリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由により必要な許認可が取

得できない場合又は遅延の場合のリスク 

 

〇 

住民対応 

発注者が行う業務、又は発注者の責めに帰すべき事由

による住民運動、訴訟等のリスク 
〇 

 

事業者が行う業務、又は事業者の責めに帰すべき事由

による住民運動、訴訟等のリスク 

 

〇 

環境問題 

※騒音・振動・ 

大気汚染・水質

汚濁・臭気等 

発注者が行う業務、又は発注者の責めに帰すべき事由

による環境問題に係るリスク 
〇 

 

事業者が行う業務、又は事業者の責めに帰すべき 

事由による環境問題に係るリスク 

 

〇 

セキュリティ 

発注者の責めに帰すべき事由による警備不備に係るリ

スク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による警備不備に係るリ

スク 

 

〇 

自然災害等 

自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業者の

いずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為

的事象によるリスク 

〇 

 

債務不履行 

発注者の責めに帰すべき事由による債務不履行のリス

ク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行のリス

ク 

 

〇 
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２．設計・設置工事 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 事業者 

測量・調査 

発注者が実施した測量・調査に誤りがあったことに起

因するリスク(参考として提示する図書については対象

外とする) 

〇 

 

事業者が実施した測量・調査に誤りがあったことに起

因するリスク 

 

〇 

用地瑕疵 計画用地の瑕疵によるリスク 〇  

設計変更 

発注者の責めに帰すべき事由による設計変更に係るリ

スク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による設計変更に係るリ

スク 

 

〇 

設備損傷 

発注者の責めに帰すべき事由による設置工事中の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による設置工事中の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 

 

〇 

第三者の責めに帰すべき事由による設置工事中の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 
〇 

 

建設費増大 

発注者の責めに帰すべき事由による設備の設置工期遅

延に係るリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による設備の設置費用増

大に係るリスク 

 

〇 

工期遅延 

発注者の責めに帰すべき事由による設備の設置工期遅

延に係るリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による設備の設置工期遅

延に係るリスク 

 

〇 

供用遅延 

発注者の責めに帰すべき事由により、設備供用開始が

遅延するリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由により、設備供用開始が

遅延するリスク 

 

〇 

 

 

 



15 

 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 事業者 

機器・備品 
発注者が調達する機器、備品に関するもの 〇  

事業者が調達する機器、備品に関するもの  〇 

自然災害等 

自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業者のい

ずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的

事象により事業がストップした場合のリスク 

〇 

 

 

３．運用・維持管理 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 事業者 

設備劣化 

発注者の責めに帰すべき事由による設備の経年劣化に

係るリスク 
〇 

 

それ以外での設備の経年劣化に係るリスク  〇 

設備損傷 

発注者の責めに帰すべき事由による事業開始後の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 
〇 

 

事業者の責めに帰すべき事由による事業開始後の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 

 

〇 

第三者の責めに帰すべき事由による事業開始後の設備

及び既設施設の損傷に係るリスク 
〇 

 

設備の改修及び

増築 

特記仕様書において、想定していない設備の改修や増築

に伴う仕様変更等に係るリスク 
〇 

 

特記仕様書において、想定している設備の改修や増築に

伴う仕様変更等に係るリスク 

 

〇 

移管手続 移管手続、業務引継に係るリスク 

 

〇 

自然災害等 

自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業者のい

ずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的

事象により事業がストップした場合のリスク 

〇 
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添付資料 

 

１．設計業務時提出書類 

○設計業務着手前 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

設計業務責任者の通知書 1 A4 〇 一  

設計業務計画書・業務計画 

(担当技術者名簿、経歴書(資

格証・免許証の写し添付)を

含む。) 

1 任意 〇 一 

 

 

○設計業務完了時 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

設備設計図 2 

A3  

二つ折  

製本 

〇 〇 
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２．施工業務時提出書類 

○施工業務着手前 

品目 部数 体裁 
媒体種別 備考 

紙 電子 

施工業務責任者の通知書 1 A4 〇 一  

組織体制表 

(資格証・免許証の添付) 
1 A3 〇 一 

 

施工業務計画書 

・業務組織計画 

(担当技術者名簿、業務分担表、

経歴書(資格証・免許証の写し添

付)を含む) 

・緊急連絡表 

・安全作業計画 

・連絡体制等 

1 任意 〇 一 

 

施工計画書 

・仮設計画 

・搬出入計画 

・その他工事計画等 

1 任意 〇 — 

 

施工体制台帳の写し※ 1 A3 〇 一 ※更新した場合は、適

宜、当該資料の写しを 

町に提出すること 
施工体系図の写し※ 1 A3 〇 一 

着手届 1 任意 〇 一  

 

○施工業務中 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

納入仕様書 1 A4 〇 〇  

設備施工図 1 A3 〇 〇  

月次報告書（工事日報、工事写

真、実施工程表、打合せ議事録

等) 

1 A4 〇 一 

 

打合わせ議事録 ※ A4 〇 一 
※会議参加人数分 

打合せに必要な施工資料 ※ 任意 〇 一 
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○施工業務完了時 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

機器完成図書 

・機器完成図 

・機器性能試験報告書 

・各種保証書 

・納入業者一覧表等 

1 A4 〇 〇 

 

試運転調整記録 1 任意 〇 一  

完成図 2 
A3 

二つ折製本 
〇 〇 

 

工事写真 1 A4 〇 〇  

産業廃棄物管理表等 

(マニフェスト等)の写し 
1 A4 〇 一 

 

付属品(付属品リスト含む) 1 A4 〇 一  

自主検査記録 1 任意 〇 一  

事業者による完成検査記録 1 任意 〇 一  

町による引越し確認記録 1 任意 〇 一  

工事完成通知書 1 A4 〇 一  
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３．維持管理業務時提出書類 

○維持管理業務着手前 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

維持管理業務責任者の通知書 1 A4 〇 一 
 

維持管理業務計画書 1 任意 〇 一 事業開始の 1 カ月前まで 

年間業務計画書 1 任意 〇 一 
事業年度ごとの維持管理

業務開始の 1 カ月前まで 

 

○維持管理業務中 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

空調設備状況資料（点検記録

等) 
1 A4 〇 〇 点検等実施後、適宜 

 

４．その他業務時提出書類 

 

○事業契約締結後 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

統括管理業務責任者の通知書 1 A4 〇 一 
 

事業実施体制書 

・連絡体制等 
1 任意 〇 一 

 

 

５．対象施設、設備について 

 

○対象施設  住  所：〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南 19 番地 

       施設名称：大河原町役場 

○補足資料  平面図等（別添） 


